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議 案 目 次 

 
◆令和４年度 第１回 寝屋川流域協議会議案 

 

 

第１号議案 特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴う寝屋川流域 

協議会の設立および寝屋川流域協議会規約について 

１ 

第２号議案 令和４年度事業計画 ２ 

第３号議案 令和４年度予算 ５ 

第４号議案 監事の選出 ７ 

 

 



 

 

第 １ 号 議 案 

 

 

 

特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴う

寝屋川流域協議会の設立および寝屋川流域

協議会規約について 

 

・特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い、寝屋川流域協議会規約を施行し、寝屋

川流域協議会設置要綱は廃止する。 

 

１．内容 
  別紙のとおりとする。 

 

２．施行日 
  令和４年５月１９日施行とする。 
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第 ２ 号 議 案 

 

 

令和４年度事業計画 

 

 

寝屋川流域水害対策計画、寝屋川流域水環境改善計画及び生駒山系グリーンベルト整

備事業、大規模な水害に備えて策定したタイムラインの運用・改善を推進するため、本

協議会会員相互の連絡調整や関係機関等との協議を行うほか、以下に示す活動等を行う

こととする。（なお、今後の広報活動については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、事業計画を見直す可能性があります。） 

 

広報活動 

１．広報活動の実施 

１．１ 広報イベントの実施 

（１）「東大阪市民ふれあい祭り」における春の広報イベント 

日  時  令和４年５月８日（日） 

場  所  松原南調節池（東大阪市 花園中央公園内） 

 

（２）広報イベント 

年に２回実施 

※開催時期については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて決定する。 

 

１．２ ビジュアルボードフェアの実施 

流域内１２市及び府関係事務所等にて、ビジュアルボードフェアを実施 

場所：流域１２市、府関係事務所及び大阪府本館 

実施期間：令和４年６月頃から令和５年２月頃 

（１箇所あたり２週間展示） 

内容：総合治水対策、水環境改善、森林保全等の重要性や必要性を示したパネル展示 

 

２．各機関における寝屋川流域の広報活動の実施 

・出前講座等の実施 

・処理場見学・施設見学等の実施 

 

３．その他 

（１）寝屋川流域協議会のＨＰ更新 

（２）コロナ禍における寝屋川流域協議会TwitterなどのＳＮＳやメディア等を活用した 

事業ＰＲ 

（３）啓発ポスターによる広報啓発 

（４）寝屋川流域水環境改善計画（令和４年版）のHPでの公表 
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調査・研究・事業推進＜主な取組み＞ 
１．寝屋川流域総合治水対策の推進（総合治水部会） 

（１）河川・下水道などにおける対策 

   河川 

・寝屋川北部地下河川城北立坑の事業 

・寝屋川南部地下河川（岸里調節池）の用地取得促進 

・恩智川河川改修の事業推進（薬師橋上流右岸） 

・布施公園調節池の事業推進（本体工） 

・加納元町調節池（Ⅰ期）発進立坑の事業推進 

・加納元町調節池（Ⅱ期）詳細設計、用地取得促進 

 ※（下水道との一体整備） 

・恩智川（法善寺）多目的遊水池の事業推進（掘削・越流堤） 

・大川河川改修の事業推進（東大阪市施工） 

下水道 

・門真守口増補幹線外の事業推進 

・新岸田堂幹線（増補幹線）シールド推進（東大阪市施工） 

（２）流域における対策 

・寝屋川市初本町公園ほか、４市４校１公園１池で実施 

（３）国家要望活動の実施 

・国予算確保に向けた要望活動を実施（R4.8、R4.11） 

（４）流域水害対策計画の変更 

 

 
２．寝屋川流域水環境改善計画の推進（水環境部会） 
 （１）寝屋川流域水環境改善計画（令和４年版）の策定 

    ・新計画をＨＰで公表 

    ・新計画の取組についてビジュアルボードフェアを実施 

    ・施設見学会での啓発 

（２）スカム対策 

    ・スカム発生状況に関するＡＩ解析 

    ・スカム発生要因に関する検証 

    ・平野川における薬剤を用いた底質改善対策の試行実施 

    ・平野市町抽水所のフラッ シング運転の実施 

    ・その他、水質の汚濁負荷の削減・発生源の対策 

 （３）河道内のごみの削減 

    ・ごみ削減対策に係る啓発の実施 

    ・ごみ対策に関する啓発イベントの実施 

    ・啓発動画を活用したごみ対策の啓発 

    ・恩智川クリーン・リバー・プロジェクトの推進 

 （４）その他の取組み 

    ・水辺空間マップの作成 

    ・関係機関による水環境改善施策の推進 

    ・水環境に係る流域住民への意識啓発の推進 

    ・寝屋川流域協議会水環境部会ＨＰの更新 

    ・寝屋川流域協議会TwitterなどのＳＮＳやメディア等を活用した情報発信 

 
３．生駒山系グリーンベルト整備事業の推進（グリーンベルト部会） 
（１）土砂災害防止法に基づく区域指定 

    ・地形改変や保全対象変更箇所への繰返し調査 

    ・高精度な地形図を用いた新たな調査対象箇所の抽出 

3



 

 

（２）施設整備 

    ・砂防事業 ５市９渓流で実施 

    ・急傾斜地崩壊対策事業 ２市２地区の実施（いずれも令和４年度新規着手） 

    ・渓流保全工や砂溜工の土砂撤去を実施（讃良川、音川など） 

    ・引谷通常砂防事業（東大阪市）の用地の課題解消に向け、引き続いた府市の連携 

（３）協働 

・モデル流域等での活動を継続するとともに、次世代の森林整備を担う人材育成講座

などの拡充に努める 

（４）地区単位ハザードマップ 

（府）・自主的な避難行動のためのマップ作成、防災意識向上のため、支援 

    （市）・未作成地区における地区単位ハザードマップの作成 

       ・作成済み地区におけるマップの更新などの定期的な地元周知 

    

４．大規模水害タイムライン部会 

（１）寝屋川流域大規模水害タイムラインの運用 

    ・令和３年度に見直しをした令和４年度版「寝屋川流域大規模水害タイムライン」の

運用 

 （２）ふりかえりワーキング及び訓練の実施 

    ・ＰＤＣＡサイクルによる継続的な運用と改善を目的として、令和５年１月頃にワー

キングを開催し、ふりかえりによる課題抽出と改善の検討を行う 

    ・運用習熟を目的として、令和３年度に引き続き、情報伝達訓練を実施する 

（３）流域市における市タイムライン・地域（コミュニティ）タイムライン作成を支援 

    ・大規模水害タイムライン（広域タイムライン）を活用して流域市が取り組む市タイ

ムラインの作成や地域タイムラインの作成を支援する 
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第 ３ 号 議 案 

 

 

令和４年度予算 

 

 

１．収入の部（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  単位：円 

 当 初 予 算 備    考 

負 担 金 １，０１０，０００   内訳は下記のとおり 

繰 越 金 ６３４，５２２    

雑 収 入 ８   利息（見込） 

合   計 １，６４４，５３０    

 

＜負担金内訳＞ 

（１）地方公共団体 負担金 

大 阪 府     ３６０，０００ 

大 阪 市     １６０，０００ 

守 口 市      ２４，０００ 

枚 方 市      ２４，０００ 

八 尾 市      ２４，０００ 

寝 屋 川 市      ２４，０００ 

大 東 市      ２４，０００ 

門 真 市      ２４，０００ 

東 大 阪 市      ２４，０００ 

四 條 畷 市      ２４，０００ 

柏 原 市      ２４，０００ 

   交 野 市      ２４，０００     

合  計      ７６０，０００ 

 

（２）その他 負担金（見込） 

  都市技術センター（施設見学会共催負担金）  ２５０，０００ 
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２．支出の部（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  単位：円 

 当 初 予 算 内訳 

事 業 費 １，１３０，０００ 

啓発イベント（計３回） ５００，０００ 

講演者謝礼等       ８０，０００ 

啓発グッズ作成     １５０，０００ 

啓発動画作成      ３００，０００ 

啓発ポスター作成    １００，０００ 

会 議 費 １２０，０００ 部会、協議会 会議費  １２０，０００ 

事 務 費 ７０，０００ 要望関係         ７０，０００ 

予 備 費 ３２４，５３０              

合   計  １，６４４，５３０          

＊ただし予備費からその他経費への振替は承認なしで行うことができるものとする。 
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第 ４ 号 議 案 

 

 

監事の選出 

 

寝屋川流域協議会規約第８条第３項及び第４項に基づき、新監事を選出する。 

 

１．新監事 
  四條畷市長とする。 

 
※参 考 

・ 協議会規約 第８条第３項 

「会計を監査するため、協議会に監事を置く。」 

・ 協議会規約 第８条第４項 

「監事は任期を１年とし、構成員が互選する。」 

・ 四條畷市→枚方市→柏原市→大阪市→藤井寺市→東大阪市→寝屋川市→ 

八尾市→大東市→守口市→門真市→交野市の順に持ち回りで実施する。 

 

（参考）令和３年度までの寝屋川流域協議会監事 

年    度  

 

監     事  

 昭和 63年度  

～平成４年度  

平成５年度  

平成６年度  

平成７年度  

平成８年度  

平成９年度  

平成 10年度  

平成 11年度  

平成 12年度  

平成 13年度  

平成 14年度  

平成 15年度  

平成 16年度  

平成 17年度  

平成 18年度  

平成 19年度  

平成 20年度  

平成 21年度  

平成 22年度  

平成 23年度  

平成 24年度  

平成 25年度  

平成 26年度  

平成 27年度  

平成 28年度  

平成 29年度  

平成 30年度  

令和元年度  

令和２年度  

令和３年度  

 

 

 

寝屋川市長  

 

東大阪市長  

寝屋川市長  

八尾市長  

大東市長  

守口市長  

門真市長  

交野市長  

四條畷市長  

枚方市長  

柏原市長  

大阪市建設局長  

東大阪市長  

寝屋川市長  

八尾市長  

大東市長  

守口市長  

門真市長  

交野市長  

四條畷市長  

枚方市長  

柏原市長  

大阪市建設局長  

東大阪市長  

寝屋川市長  

八尾市長  

大東市長  

守口市長  

門真市長  

交野市長  
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